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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
十
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
乗
用

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
寝
台
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
に
つ
い
て
安
全
上
支
障
の
な
い
構
造
方

法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
寝
台
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
に
つ
い
て
安
全
上
支
障
が

な
い
構
造
方
法
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令

第
百
二
十
九
条
の
七
第
四
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
に
つ
き
昇
降
路
に
つ
い
て
安
全
上
支
障
が
な
い
乗
用
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
及
び
寝
台
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

一

昇
降
路
又
は
か
ご
の
出
入
口
の
戸
が
下
げ
戸
又
は
上
下
戸
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
戸
が
開
い
た
状
態
に
お
い

て
、
下
げ
戸
の
上
端
が
出
入
口
の
床
先
又
は
か
ご
の
床
先
と
同
じ
高
さ
に
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
入
口
の
床

先
と
か
ご
の
床
先
と
の
水
平
距
離
か
ら
当
該
下
げ
戸
の
上
端
の
部
分
の
厚
さ
及
び
当
該
下
げ
戸
と
出
入
口
枠
の
す

き
間
（
二
枚
以
上
の
下
げ
戸
が
重
な
り
合
っ
て
開
閉
す
る
構
造
の
昇
降
路
又
は
か
ご
の
出
入
口
の
戸
で
あ
る
場
合
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で
あ
っ
て
、
戸
が
開
い
た
状
態
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
下
げ
戸
の
上
端
が
出
入
口
の
床
先
又
は
か
ご
の
床
先
と
同

じ
高
さ
に
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
重
な
り
合
う
下
げ
戸
の
す
き
間
を
含
む
。
）
を
除
い
た
長
さ
が
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

人
又
は
物
に
よ
る
衝
撃
に
よ
り
、
安
全
上
の
支
障
と
な
る
損
傷
が
生
じ
な
い
平
板
状
の
鋼
板
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
も
の
を
出
入
口
の
床
先
と
か
ご
の
床
先
の
間
に
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


